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平成３０年度 第１回さいたま市社会福祉審議会 

児童福祉専門分科会 議事録 

 

日時：平成３０年８月２３日（木）１０：００～１１：１５ 

場所：ときわ会館  ５階大ホール  

 

【 次 第 】 

１ 開 会 

２ 児童福祉専門分科会について  

３ 議 事 

（１）「さいたま子ども・青少年のびのび希望（ゆめ）プラン」平成２９年度進

行管理について  

４ 閉 会 

 

【 資 料 】 

席次 

名簿 

次第 

資料１ 「さいたま子ども・青少年のびのび希望（ゆめ）プラン」進行管理（ま

とめ）」  

資料２ 「進行管理表（子ども・子育て支援事業計画必須記載事業）」  

資料３ 「進行管理表（その他事業）」 

資料４ 意見記入用紙及び返信用封筒  

さいたま市社会福祉審議会条例写し  

さいたま市子ども家庭総合センター（あいぱれっと）のパンフレット 

総合療育センターひまわり学園のパンフレット 

さいたま子ども・青少年のびのび希望プラン（平成 30 年 3 月改訂版）  

 

【出席者・欠席者（敬称略）】  

〈委員〉 

出席委員・・・大野智子、小熊千代、片栁香子、小林秀祐、小林正美、  
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坂本仁志、須﨑統子、鈴木真由美、田口邦雄、服部圓、濵田浩、

巻淳一、松尾創、松本辰美、山中冴子、横山美寿枝、若松隆  

欠席委員・・・伊藤雅俊、石塚章夫、生形雅美、小野雄大、小林達哉、  

武田ちあき、刀根洋子、半田達也、平川充保、松島万里子  

 

〈事務局〉 

・子ども未来局  

子ども育成部：小田嶋部長／子育て支援政策課 岸参事（兼）課長／ 

青少年育成課  五島課長／他 

幼 児 未 来 部：幼児政策課  大砂課長／のびのび安心子育て課 江幡課長／ 

保育課 星野参事（兼）課長／他 

子ども家庭総合センター：田中次長（兼）総務課長／  

児童相談所 薄田参事（兼）所長／  

子ども家庭支援課 齊藤参事（兼）課長／他  

総合療育センターひまわり学園：星次長（兼）医務課長  

・保健福祉局  

保健所：地域保健支援課 小林参事（兼）課長／他 

 

【委員紹介等】  

(1) 委員紹介（自己紹介）  

(2) 執行部幹部職員紹介  

(3) 子ども育成部長あいさつ  

・本市では、「子育て楽しいさいたま市」をキャッチフレーズに、本年度も子ど

もや子育て世代に対し、職員一丸となって子育て支援の各施策を進めている

ところである  

・厚生労働省の「保育所等利用待機児童数調査要領」に基づく本市の平成３０

年４月１日現在の保育所等利用待機児童数は３１５人である。昨年度に比べ

て大幅な増加となったが、育児休業中で復職意思のある方を待機児童数に含

めることになったことと新規利用申込者数が過去最高となったことが主な要

因として考えられる  

・本市では、昨年度も認可保育所や認定こども園、小規模保育事業などの多様

な施設の整備・拡充を積極的に行い、定員を二千名弱増やすとともに、保育

コンシェルジュなどの職員を配置し細かな相談支援や情報提供に取り組んで

きた 

・引き続き、地域の保育ニーズを見極めながら待機児童の解消を進めるととも

に、保育・教育の質の確保・向上に向け、保育士、幼稚園教諭等、人材の確

保を推進していく  

・放課後児童クラブの待機児童については、昨年４月は４８６名であったが、

整備を進めた結果、今年４月現在は３７９人となり、百人余りの減少となっ

た。引続き待機児童解消を目指していく  
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・旧大原中学校跡地に「さいたま市子ども家庭総合センター」を建設し、今年

４月にフルオープンした。各専門相談機関による相談、また日々さまざまな

イベントが催されており、お子さんや親御さんが沢山利用している状況であ

る 

・本市では、今年度についても「子育て楽しいさいたま市」の実現を目指し、

妊娠・出産から青少年に至るまで切れ目のない支援を作り上げていきたい  

・委員の皆様におかれましては、子ども・青少年・子育て世代のため、また、

これからの児童福祉行政のために忌憚のない御意見を頂きたい  

 

【会長選出等】  

(1) 会長の互選  

「さいたま市社会福祉審議会条例」第 9 条第 3 項の規定により会長の互選

を行う。 

大野委員より山中委員が適任であり推薦するとの発言があり、他の委員に異

議はなく、山中委員も同意したことから会長に決定。  

(2) 会長挨拶  

    ありがとうございます。埼玉大学の山中と申します。  

    私は特別支援教育を専門としておりまして、普段は障害のあるお子さんとか

親御さん、また学校の先生を中心に学ばせていただきながら仕事をさせていた

だいております。  

このような場は不慣れでございますので皆様方からご教示いただきながら

進めさせていただきます。よろしくお願いいたします。  

(3) 職務代理者の指名 

    同条例第 9 条第 5 項の規定により、山中会長が刀根委員を職務代理者に指

名。 

    刀根委員には、事務局より連絡。  

 

１ 開 会   

（山中会長） 

  それでは、これより平成 30 年度第 1 回さいたま市社会福祉審議会児童福祉専

門分科会を開会いたします。  

  ここからの進行を務めさせていただきますのでご協力をよろしくお願いいたし

ます。 

  まず、事務局から委員の出席状況につきまして報告をお願いします。  

    事務局より、委員 27 名中 1７名が出席しており、「さいたま市社会福祉審

議会条例」第 8 条第 2 項の規定により会議が成立していることを報告  
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（山中会長） 

  次に、この会議の公開について、また傍聴希望者について事務局より報告をお

願いします。  

事務局より、以下を報告 

・さいたま市情報公開条例第２３条の規定により会議は公開とする 

・事務局で会議録を作成しホームページ及び各区役所の情報公開コーナー

で公表する 

・議事録には発言した委員名が記載される 

・傍聴希望者はいない  

（山中会長） 

  続きまして、資料の確認を事務局よりお願いします。  

事務局より資料の種類と配布状況を確認 

 

２ 児童福祉専門分科会について  

（山中会長） 

 それでは次第に沿って進めます。  

まず、次第の２「児童福祉専門分科会について」ですが、新たな委員での初め

ての会議となりますので、事務局より当分科会の役割等について説明をお願いし

ます。 

事務局より、児童福祉専門分科会について以下の説明を行う  

    ・さいたま市社会福祉審議会条例第９条第１項で「審議会に、児童福祉専

門分科会を置く」と規定されており、児童福祉専門分科会は「さいたま

市社会福祉審議会」に設けられた分科会の一つである  

    ・同条例第２条で、審議会は社会福祉法第１２条第１項の規定により、児

童福祉に関する事項を調査審議するものとされている  

    ・同条例第３条で、審議会は子ども・子育て支援法第７７条第１項の規定

に基づき、同項各号に掲げる事務を処理するものとするとされており、

当児童福祉専門分科会は、子ども・子育て支援法に規定する合議制の機

関である「地方版子ども・子育て会議」としての位置付けがある  

    ・「さいたま子ども・青少年のびのび希望プラン」は、子ども・子育て支援

法に規定する「市町村子ども・子育て支援事業計画」で、市町村は計画

を策定又は変更するときは、あらかじめ児童福祉専門分科会の意見を聴

く、また計画の進行管理について意見等をいただくこととなっている  

    ・児童福祉法、子ども・子育て支援法に基づき、保育所や小規模保育事業

等の認可、利用定員の設定の際には、児童福祉専門分科会の意見を聴く

こととされている  

・昨年度（平成２９年度）は、「子ども・青少年のびのび希望プラン」の進
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行管理及び中間見直しについて、また、「認定こども園（幼保連携型を除

く。）の認定権限移譲に伴う認定要件条例の制定について」と、特定教育・

保育施設等の認可と利用定員の設定について、ご審議をいただいた 

・今年度（平成３０年度）は、今回「子ども・青少年のびのび希望プラン」

の進行管理に関してご意見をいただくとともに、来年３月頃に特定教

育・保育施設等の認可と利用定員の設定について、ご意見をいただく予

定としている  

・来年度は、「子ども・青少年のびのび希望プラン」が計画期間の最終年度

を迎えるため、再来年度からの次期計画の検討に当たり、ご意見をいた

だく予定としている  

（山中会長） 

  ありがとうございました。  

  ただ今の事務局からの説明につきまして、何かご質問はございますか。  

― 質問なし ― 

 

３ 議 事 

（山中会長） 

次に次第の３、議事に入りたいと思います。  

  議事は一つですが、（１）「さいたま子ども・青少年のびのび希望プラン」平成

29 年度進行管理について、執行部から説明をお願いします。  

（子育て支援政策課長）  

子育て支援政策課長の岸です。よろしくお願いいたします。  

資料１に基づいてご説明させていただきます。こちらは、資料２及び資料３の

進行管理表をまとめたものでございます。  

それでは２ページをお願いします。  

まず、「子ども・青少年のびのび希望プラン」の「計画の位置付け」になります

が、この計画は、平成２７年度から３１年度までの５か年の計画として策定し、

「さいたま市総合振興計画」の下に、「保健福祉総合計画」の部門別計画として位

置付け、推進しております。  

３ページをお願いいたします。  

こちらは、「計画の基本的な考え方」をまとめておりまして、「子ども・青少年

の幸せと命の尊さを第一に考える地域社会」を目指すことを基本理念としまして、

３つの視点のもとに、「子ども・子育て支援法」に則り、５つの基本目標を定め、

９０の事業を掲載し推進しております。  

４ページをご覧ください。  

この９０事業につきましては、前年度の事業内容を振り返り、各事業の進行状

況による評価や展開の検討を各事業の所管において行っております。  
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なお、資料に記載はございませんが、昨年度は計画の中間年度に当たりまして、

本年３月に目標値等の見直しによる改定を行っております。本日皆様にお配りし

ております計画の冊子は改定後のものでございますが、今回は、平成２９年度の

進行管理になりますので、３月の改定の前、中間見直し前の計画に基づいて各事

業の評価をまとめ、振り返りを行っています。  

それでは、平成２９年度の事業評価についてご説明いたします。  

評価におけるＡ、Ｂ、Ｃの基準につきましては、あくまで目安ですが「Ａ」は

９０％以上の達成、Ｂの「概ね達成」は７０％以上９０％未満、Ｃの「改善余地

あり」は７０％未満として、この３つの指標を用いて評価を行っております。  

平成２９年度の全体の評価ですが、Ａ評価及びＢ評価とした事業が９０事業中

８６事業で、９５．６％となっております。また、Ｃ評価の「改善余地あり」と

した事業が４事業、４．４％ございました。  

５ページをお願いします。 

こちらは、平成２９年度の事業評価につきまして、５つの基本目標別に一覧に

してございます。  

次に、６ページをご覧ください。  

このページから、５つの基本目標ごとに、各事業の名称と評価を一覧にしてご

ざいます。なお、事業名が太字になっているものにつきましては、子ども・子育

て支援法に基づく子ども・子育て支援事業計画の必須記載事業で、資料２に詳細

を記載しています。事業名が細字になっているものは、これに該当しない「その

他事業」で、資料３に記載しています。  

この６ページから１０ページまでにつきましては、資料２及び３に各事業の詳

細が記載されていますので、後ほどご覧いただくということで、説明は省略させ

ていただきます。  

次に、１１ページをご覧ください。  

  ここからは、計画必須記載事業の中から、いくつかの事業についてご説明させ

ていただきます。  

まず、事業番号２及び３の保育所等の整備についてでございます。  

この事業は、保育所等の入所児童の定員を目標としています。  

「３～５歳児」につきましては目標を上回り、「０～２歳児」につきましては９

割以上となったことから「Ａ」評価としておりますが、一方で待機児童が生じて

おり、その解消が課題となっております。  

下段のグラフをご覧ください。左が認可保育施設の施設数・定員・利用申込児

童数の推移、右が利用保留児童数と待機児童数の推移でございます。  

左のグラフのとおり、これまで認可保育施設の整備を進め、平成２５年度から

の５年間で認可保育所等を１４６施設から３５３施設に、定員を１２，９８３人

から２１，３２１人まで増やしてきました。  
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しかしながら、保育需要の伸びに供給が追いついておらず、右のグラフのとお

り、昨年度、待機児童数ゼロを達成したものの、本年度については、厚生労働省

の待機児童数の集計方法が変更されたこともございますが、子どものいる共働き

世帯の増加等を背景に、３１５人と大幅に増える結果となっております。 

今後も積極的な施設整備を中心に、既存施設や民間力の活用も含め、多様な保

育サービスの提供が必要であると考えております。  

次に、１２ページをお願いします。  

事業番号９「放課後児童クラブ」の整備についてでございます。  

こちらの事業も入所児童の定員を目標としており、目標以上の定員数を確保す

ることができました。  

なお、下のグラフのとおり、平成２６年度の１９２クラブから２４７クラブま

で増やすことができ、待機児童数は減少傾向にありますが、今年４月で３７９人

の待機児童が生じています。  

そのため、待機児童解消に向けて余裕教室の活用を含めた施設整備を推進して

いく必要があると考えております。  

次に、１３ページをお願いします。  

事業番号１０「時間外保育（延長保育）事業」になります。  

この事業は、保護者の就労形態の多様化や通勤の長時間化等に伴い、１１時間

の開所時間を超えて必要とされる保育需要に対応するものです。  

延長保育の実施施設数について、平成２９年度は１９３施設を目標としており

ましたところ、平成２９年度に２１施設増やすことができ、目標を超える２０４

施設とすることができました。  

次に事業番号１７「一時預かり事業（保育所）」になります。  

この事業は、保護者の就労形態の多様化、傷病等により一時的に保育を必要と

する児童や、保護者の育児疲れの解消に対応するものです。  

一時預かりを実施する保育園数について、平成２９年度は７１施設を目標とし

ておりましたところ、平成２９年度に６施設増やすことができたことで目標を超

える８２施設とすることができました。  

次に、１４ページをお願いします。  

事業番号２０「ファミリー・サポート・センター運営事業」になります。  

こちらの事業は、育児の援助を受けたい方と育児の援助を行いたい方の相互援

助活動により、子どもの預かりや保育施設への送迎を行うことで、子どもを持つ

すべての家庭が安心して育児・仕事を続けられる環境を整備する事業でございま

す。 

育児の援助を行う提供会員数について、平成２９年度は９３０人を目標として

おりましたところ、平成 29 年度に６９人増加し、目標を超える１，０３８人と

することができました。 
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なお、今年度から、ひとり親家庭の方を対象として、ファミリー・サポート・

センターの利用料の半額を助成することとしております。  

次に、事業番号２９「妊産婦・新生児訪問指導事業」と事業番号３０「ハロー

エンゼル訪問事業」になります。  

まず「妊産婦・新生児訪問指導事業」ですが、妊婦健康診査の結果、保健指導

が必要とされた妊婦、出生連絡票により訪問希望のあった里帰り出産を含む新生

児、乳児及びその保護者を対象に、妊産婦・新生児及び乳児の健康増進と育児不

安の軽減を図るため、助産師や保健師などが訪問指導を行う事業となります。 

また、「ハローエンゼル訪問事業」ですが、生後４か月までの乳児のいるすべて

の家庭のうち、妊産婦・新生児訪問を利用しなかった家庭を、民生委員・児童委

員や保健愛育会員などの子育て支援経験者が訪問し、不安や悩みの相談や子育て

支援の情報提供を行いまして、支援が必要な家庭に対しまして、適切な支援に結

び付けていく事業となります。 

なお、訪問の際には、「ハッピー・バース・パック」、記念品、子育てきっかけ

応援ブックや住んでいる区の子育てマップを提供しております。  

両訪問事業ともに、目標は達成しておりますが、子育て世帯の孤立の防止目的

もありますので、今後もより多くの方が利用できるよう、また不安解消につなが

るよう広報を行うとともに、継続支援が必要と判断される家庭を関係機関へつな

いでいく必要があると考えております。  

次に１５ページをご覧ください。  

事業評価Ｃ「改善余地あり」と評価した２事業について、ご説明いたします。  

  まずは、「子育て支援総合コーディネート事業」です。  

  この事業は、市内の子育てに関する情報を一元的に把握し、発信していく事業

で、子育て支援総合コーディネーターが子育てに関する利用者からの電話相談に

応じ、助言や各種子育てサービスの実施機関の案内などをする、「子育て応援ダイ

ヤル」を行うとともに、「子育てＷＥＢ」の管理を行う事業となります。 

  子育て支援総合コーディネーターを子育て支援政策課と１０区の計１１カ所に

配置することとしておりましたが、妊娠出産包括支援センターが１０区に設置さ

れたことを受けまして、コーディネーターの１０区配置を見送ったことにより、

実施か所が子育て支援政策課の１か所のみの継続設置となり、Ｃ評価としたもの

です。 

  この事業につきましては、今年３月の中間見直しにおいて、目標値を現状に合

わせて修正しております。なお、引き続き「子育て応援ダイヤル」、「子育てＷＥ

Ｂ」、「子育て応援ブック」など様々な方法により、子育て情報の発信に努めてま

いります。  

次に、１６ページをご覧ください。  

「子育てヘルパー派遣事業」になります。  
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この事業は、体調不良や、昼間、家事や育児の手伝いをしてくれる方がいない

家庭、養育支援が必要である家庭に対し、ヘルパーを派遣し、家事や育児援助を

行う事業です。  

実施事業者を２者とする目標に対して、１者に留まったため、Ｃ評価としたも

のでございます。  

実施事業者の増加に向け、運用方法等を見直すとともに、他市事例を調査し、

検討していくこととしております。また、より利用しやすい事業となるよう引き

続き検討してまいりたいと考えております。 

  最後に、本日お配りしております「さいたま市子ども家庭総合センター（あい

ぱれっと）」のパンフレットをご覧ください。 

  この施設は、浦和区上木崎、最寄り駅は与野駅になりますが、児童相談所やこ

ころの健康センター、子どもケアホーム、総合教育相談室など、各専門相談機関

が集まり、子ども・家庭をとりまく課題に総合的に取り組み、子ども・家庭、地

域の子育て機能を総合的に支援する施設でございます。  

  この施設整備につきましても、重点事業として進めてまいりましたが、昨年度、

建設工事が完了しまして、本年４月にフルオープンすることができました。  

以上、各事業の進捗状況等について説明をさせていただきました。全体として

は、ほとんどＡまたはＢ評価となりましたが、待機児童の問題など、市民ニーズ、

期待に十分に応えられていないこともございます。  

今後におきましても、子ども、青少年、子育て世代のため、各施策を推進して

まいりますので、委員の皆様のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げまし

て説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。  

 

（山中会長） 

  ありがとうございました。  

  多岐にわたる内容でしたが、ただいまの執行部からの説明につきまして、何か

ご意見やご質問はございますか。  

（大野委員） 

  さいたま市私立保育園協会副会長の大野と申します。  

  ただ今、ご説明していただいた資料 1 の 6 ページ、基本目標Ⅰの 4 番、「認定

こども園の普及」についてお伺いしたいと思います。資料 3 の進行管理表では事

業番号 4 になりますが、事業概要に“幼稚園が多い本市の特徴に鑑み、既存幼稚

園による幼保連携型認定こども園への移行を中心に…”と書いてあるのですが、

保育所を運営している施設から移行をするといった希望があるのかないのか、も

しあった場合の市としての対応とか市の考えがあれば教えていただきたいと思い

ます。 
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（山中会長） 

  はい。認定こども園の普及に関して保育所からの要望とか、それに対する市の

考えなどをご回答いただきたいと思います。  

（のびのび安心子育て課長） 

  のびのび安心子育て課長です。お答えさせていただきます。  

  保育所からの幼保連携型ですとか、保育所型の認定こども園への移行の希望が

あるかということですが、相談をいただいている案件はございます。  

  それに対する市の考えですが、現在の計画では幼稚園からの認定こども園を推

進するとしております。といいますのは、幼稚園から認定こども園になりますと、

資料１の 6 ページの２番の３歳児から５歳児、３番の０歳児から２歳児の定員が

増えるということになりますので、待機児童対策の観点で、幼稚園からの認定こ

ども園を進めさせていただいているところです。一方、保育所から認定こども園

へ移行する場合は、1 番の幼稚園・認定こども園、要は、幼稚園に係る 1 号認定

部分が増えるということになりますが、1 号認定につきましては、本市では定員

が目標値を充足している状況でございますので、計画では保育所からの移行につ

いては推進していないというのが現状でございます。  

  ただ、こちらにつきましては、現在の計画ではそういった表記になっておりま

すが、計画は平成 31 年度までで新たな計画となりますので、その見直しの段階

で今後の方針についてはご議論いただきたいと考えております。  

（大野委員） 

  認定こども園に移行するにあたり、最終期限が決まっていたと思うのですが、

例えば、5 年後に認定こども園にできるのかできないのか、いつまでに手続きを

しないといけないというのがあったと思うのですが、その辺を市としてどのよう

に考えているのか教えていただきたいと思います。  

（のびのび安心子育て課長） 

  のびのび安心子育て課です。今、5 年というお話がありましたが、認定こども

園は国の政策で始めたもので、国としては認定こども園を進めていくと、幼稚園

からの移行もそうですし、保育所からの移行も推進したいという意向を持ってい

るところでございます。 

  5 年後ということにつきましては、国の通知ですと「当分の間」という表記が

ございます。国にも確認しましたが、5 年後という期限があるという考えはない

ということですので、こちらにつきましては当分の間ということになります。例

えば、27 年度から 5 年というと 31 年度末になりますが、31 年度末で認定こ

ども園への移行ができなくなるということではないということでございます。  

（大野委員） 

  ありがとうございます。  

  埼玉県全体を見ますと、待機児童が少なくなっている地域では、保育所が認定
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こども園に移行している市町村があったと思います。例えば所沢の方とか。今の

プランでは幼稚園が認定こども園になることを推奨していますが、次のプランの

時に保育所も可能性があるのかどうか、決まってからだともう手遅れなのかなと。

といいますのも、認定こども園に移行したいけどもなかなかその辺をはっきりし

ていただけないという話を聞いておりましたのでお聞きしました。 

（のびのび安心子育て課長） 

  お答えさせていただきます。  

  まず、保育所から認定こども園に移行した、保育所型の県内の状況ですけれど

も、県のホームページには掲載されていますが、平成 30 年 4 月 1 日現在で、先

ほど所沢の件がありましたが、２園ということで把握しております。ですので、

まだ保育所から認定こども園になるというのは全体の数からするとかなり少ない

ということになります。 

  今後、保育所から認定こども園になる可能性につきましては、平成３１年度に

なると思いますが、委員の皆様にはご議論いただくことになると思います。  

  保育所からの認定こども園への移行につきましては、市の方にも相談が寄せら

れておりますので、そういった相談には個別に対応させていただいているところ

でございます。  

（大野委員） 

  ありがとうございました。  

（山中会長） 

  ありがとうございました。  

  大変重要なポイントだと思います。  

  新しい計画に向けての重要な論点をご提示いただいていると思います。 

保育所から認定こども園への移行をどう考えていくのか、後押ししていくのか、

また当分の間というお話がありましたが、その辺の解釈も含めて新しい計画に向

けて検討することは重要かと思います。  

  その他にご意見等ありますでしょうか。 

（若松委員） 

  さいたま市社会福祉事業団の若松です。  

  保育所の、また待機児童の問題についてお聞きしたいのですが、政府の方で来

年度から幼児教育や保育の無償化を全面的に実施するという計画が出されている

と思うのですが、そうなると、また待機児童が増えると思いますが、その辺をど

う考えているのかということと、待機児童が増えた場合、保育所を増やさなけれ

ばならないと思うのですが、保育所を増やすのは予算を付ければ増えると思いま

すが、施設が増えた場合にはそこで働く人、保育士の確保についてどのような方

策があるのか。私どもの法人でも一番の課題で、放課後児童クラブを運営してい

ますが、求人してもなかなか人が集まらないということで職員不足、支援員不足
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が課題となっています。 

保育の無償化で保育園が増えた場合に、保育士の確保のためにどのような良い

方策があるのか、もし考えがあるならお聞かせください。  

（保育課長） 

  保育課長です。 

今の質問ですが、確かにさいたま市の待機児童３１５人出ていますので量的な

拡大というのが喫緊の課題となっております。併せて保育士の確保というのが課

題でありまして、当然、市として、保育の質を落とすわけにいかないので保育士

の確保をきちんとしていかないといけないと思っています。現在、保育施設に対

して市独自の処遇改善ということで補助をさせていただいたり、あるいは、県内

をはじめ、東北・北陸地方、近隣都県の保育士養成施設の方でさいたま市の魅力

を紹介してさいたま市で勤めていただくようお願いしたり、学生にさいたま市に

直接来ていただいて、その時に私立保育園協会の就職説明会に参加していただく

とか社会福祉協議会に保育士に対して就職準備の資金の貸し付けなどをお願いし

ております。  

  首都圏は保育士採用の争いになっておりまして、他の自治体で、例えば１年勤

めれば４０万円出すといったことがありますので、保育士の確保をしていく中で

新たな施策を考えていかなければならないと思っております。  

  委員ご指摘のとおり、無償化により３歳以上の需要は増えると予想しておりま

すので民間の保育施設の方と一緒にさいたま市の保育施設に保育士を確保できる

ように努力を続けていきたいと思っております。  

（のびのび安心子育て課長） 

  のびのび安心子育て課長です。 

  保育人数ですが、4 月 1 日時点で 315 人の待機児童が出ておりますので、当

然、市としましては、待機児童対策として民設民営を中心とした整備を進めてい

きます。  

  来年の 10 月から無償化ということで国の方針が示されておりますが、その制

度ですが、保育所の関係で申し上げますと 0 歳から 2 歳児については非課税世帯

が、3 歳から 5 歳児についてはすべて無償化されることになります。 

それ以外に幼稚園や認可外保育施設、ナーサリールームなどございますが、認

可保育施設を希望される保護者の方が増えるのではないかというのが予想される

ところでございます。  

  市としましても、無償化された場合には、現在の整備状況よりも増やす必要が

あるというような認識は持っておりますけれども、限られた財源の中でというこ

ともございますので、認可保育所の整備は進めていきますけれども、あとは既存

の施設、例えば、幼稚園ですが、子育て支援型幼稚園という制度も進めておりま

すし、ナーサリールームなどの活用もそうですが、そういう既存の施設を活用す
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るということも一つあるのではないかと考えているところです。  

（若松委員） 

  ありがとうございます。  

（山中会長） 

  ありがとうございました。  

  無償化という大変重要な動きがありますけれども  

  確かに保育の質をどう保証していくか、全国的な大きな論点だと思うのですが、

そのあたりも今後の計画においてどう考えていくか、重要な論点をいただいたの

ではないかと思います。 

  既存の施設の話もありましたけれども、それぞれの既存の施設の関係者の方々

のニーズを聞きながら質をどう保証していくか考えていくことが重要なのではな

いか、というところで重要なご指摘をいただいたという風に考えております。  

  他に質問等ございますか。 

（松本委員） 

  事業番号 53「総合療育センター事業」についてですが、評価が B となってい

ますが、以前から言われておりますように、療育センターというのはなかなか予

約が取りにくいんですね。ひどい時には何か月も、ということで我々医療機関も

苦慮しているところでして、早期発見、早期療育というのは前から言われている

ことですけれども、なかなか専門療育に結びつかないということがありました。  

資料３の進行管理表で、診療室を設けることができて、小児科医、神経科の先

生だと思いますが、増員されたと、それから理解を深めるために専門職を幼稚園、

保育園に派遣をしているということで、一応達成領域には入っているのかなと私

は思うのですが、どの点が B 評価になったのか、その辺をお聞かせいただけます

か。 

（ひまわり学園次長） 

  ひまわり学園次長の星です。  

  ご質問について説明させていただきます。  

  ご指摘いただきましたように、療育センターさくら草も含めまして待ち期間が

2 か月から 3 か月になっております。さくら草におきましては、平成２５年度に

医師を確保して、２７年度に改修にて診察室 1 室を確保し、ひまわり学園におき

ましても 29 年度に医師を確保しまして、今年度、改修にて診察室 1 室を確保い

たしましたが、依然待ち期間があることから医師も通常の診察枠に併せまして、

臨時診察枠をなんとか設けるなどして対応しております。 

  待ち期間がどのくらいなら大丈夫なのかということはどこにも示されておりま

せんが、お子さんは一日一日の成長が早く、それを見守られている親御さんのお

気持ちということを考えれば、少しでも短くしなければいけないということがあ

ります。そういうことも含めまして、短期的、中長期的な取組をいろいろ考えて
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いかなければならないことから B 評価にさせていただきました。以上です。  

（松本委員） 

  ありがとうございます。  

私は小児科医をやっているものですから、気になりましてお伺いしました。 

（山中会長） 

  短期的な目標、中長期的目標に沿ってどう評価するかということだと思います。 

  他にございますか。 

（小林秀祐委員） 

  公募委員の小林です。  

  資料３の事業番号８７「不登校の子どもへの支援」について二点お聞きします。  

  まず一点目ですが、平成２９年度の達成値が１２５人ということですが、適応

指導教室に通うことができた回数とか学年別の人数とか詳細を教えてください。  

  二点目ですが、平成３０年度の事業展開の中でスクールソーシャルワーカーを

小学校に配置するということですが、不登校の人数は中学校の方が多いにも拘わ

らず小学校に配置することにした理由について教えてください。以上二点です。  

（子育て支援政策課長）  

  子育て支援政策課長の岸です  

  ただ今、教育関係のことについてご質問いただきましたが、大変申し訳ありま

せんが、今回は子育て関係の職員のみの対応となっておりますので、こちらにつ

きましては、後ほど教育委員会に確認しまして皆様にお答えさせていただきたい

と思います。申し訳ありません。  

 ※後日、教育委員会に確認した内容 

【質問】適応指導教室に通うことができた回数や学年別の人数等について 

【回答】在籍人数の学年別では、小学 1・2 年生は 0 人、3・4 年生は 3 人、5・6 年

生は 16 人、中学 1 年生は 13 人、2 年生は 39 人、3 年生は 54 人となっていま

す。また、平成 29 年度の通室回数は、小学生が 769 回、中学生が 5,644 回、

合計で 6,413 回となり、平均の通室回数は小学生 40.5 回、中学生が 53.2 回と

なっています。［総合教育相談室］  

【質問】不登校の人数は中学校の方が多いにも関わらず、スクールソーシャルワー

カーを小学校に配置することにした理由について 

【回答】小学生の生活環境は、その発達段階から、家庭の状況に大きく影響されま

す。そこで、家庭の支援を行うスクールソーシャルワーカーを小学校に配置し、

児童の抱える課題を早期発見、早期対応することで、効果的な不登校支援が可

能となるため、小学校への配置としました。 

   また、小学校に配置されたスクールソーシャルワーカーを、学区の中学校へ

定期的に派遣することで、中学校でも継続して支援できるといった効果が期待

できるだけでなく、中学校においても生徒の抱える課題の早期発見、早期対応

が可能となります。［総合教育相談室］ 
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（小林秀祐委員）  

  分かりました。ただ、教育と福祉というのは不可分ですので、もしそういうこ

とでしたら、この会議に教育委員会の方も是非出席していただくことを考えてい

ただければありがたいです。  

（子育て支援政策課長）  

  申し訳ありません。  

  今回はこのような形にさせていただきましたが、計画に関係の深い部分につき

ましては参加するよう教育委員会と調整させていただきます。  

（山中会長）  

  教育と福祉は密接な関係をもっておりますし、不登校のケースの中にも発達や

生活の困難を持っているケースが沢山あると思いますし、スクールソーシャルワ

ーカーというのは学校教育においても、この分科会においても重要なテーマであ

ると思います。ありがとうございます。ご回答をお待ちしております。  

  それでは、ご意見等は、ここまでとさせていただきます。  

今回、委員の皆様のお手元には、意見記入用紙と返信用封筒が配られておりま

す。 

もしご意見等がございましたらこちらの用紙をご活用いただき、後日、事務局

へご提出いただければと思いますのでよろしくお願いします。  

大変多岐にわたっておりまして、時間の制約等もありましたので、資料なども

ご確認いただきましてご意見をお寄せください。  

なお、皆様のご意見をもとに、市長へ本分科会として意見具申をすることとな

っておりますが、その内容につきましては、本日のご意見等をもとに、恐縮です

が、私に一任させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。  

― 異議なしの声 ― 

ありがとうございます。皆様のご意見はきちんと反映させるつもりでおります

のでよろしくお願いいたします。その結果につきましては、事務局より皆様にご

報告させていただきます。  

事前に確認したいという方がいらっしゃれば、事務局にて郵送等で対応してい

ただけるということですのでお問い合わせください。 

以上を持ちまして、本日の議事は終了となりますが、委員の皆様、何かござい

ますか。  

― 発言なし ― 

 執行部及び事務局から何かありますか。  

― 発言なし ― 

それでは、委員の皆様には、会議の進行にご協力いただき、ありがとうござい

ました。  

今後につきましても、委員の皆様には、引き続き、ご協力いただきますようお
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願いいたします。  

本日、いくつか重要な論点をいただきました。 

市も苦しい財源のなか事業を進めていただいていると思います。更に後押しし

ていけるような重要な論点になると理解しておりますので、今後に生かしていけ

ればと思っています。ありがとうございました。  

それでは、進行を事務局にお戻しします。  

 

４ 閉 会 

（事務局） 

山中会長並びに委員の皆様、本日は貴重なご意見をいただきまして誠にありが

とうございました。  

先ほど、会長からも説明がありましたが、意見記入用紙と返信用封筒を配付し

てございますので、もしご意見等がございましたらこちらの用紙をご活用いただ

き、９月７日の金曜日までに事務局へ郵送、FAX、またはメール等でいただけれ

ばと思いますのでよろしくお願いいたします。 

なお、今年度の当分科会開催予定ですが、ご審議いただく内容が特に生じなけ

れば、来年３月の開催を予定しております。  

日程につきましては、会長と調整のうえ、皆様にお知らせいたしますので、よ

ろしくお願いいたします。  

それでは、以上を持ちまして、平成３０年度第１回さいたま市社会福祉審議会

児童福祉専門分科会を終了いたします。  

本日はありがとうございました。  


